
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）１　人件費とは、職員に支給する給料や各種手当のほかに、共済費などの使用者負担を含む費用をいいます。
      ２　人件費には、議員報酬・手当、委員等報酬及び村長等特別職の給与等を含みます。

 (2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

（注）１　職員手当には退職手当は含みません。
      ２　給与費は当初予算に計上された額です。

 (3) 特記事項

 (4) ラスパイレス指数の状況

    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　　　　給与水準を示す指数です。
　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
　　　　　　単純平均したものです。
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 (5) 給与改定の状況

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額である

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、
　　　「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。
※ 鳴沢村は人事委員会を設置していません。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成21年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において
　　完全に一致しているものではありません。
（注）１　「平均給料月額」とは、平成19年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。 
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外 

の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

勤務手当などの諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに
ものです。　
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技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組について

これまでの取り組みについて

・平成18年度より給与構造の見直しにより国と同様の引き下げを行った。
・平成19年度より配置換えや業務内容の見直しによる業務の効率化を行っている。
・施設管理人について、退職者を補充せず臨時職員に置き換えた。
・H21年1月から国行（一）相当の給料表を廃止。

今後の取り組み予定について

・退職者は補充せず、業務内容をより単純化し臨時職員に置き換え職員数を減らしていく。

 (2) 職員の初任給の状況（平成21年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

円

円 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成21年4月1日現在）

区　　　 分

一般行政職 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

技能労務職 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

203,750

-

393,300

380,413

292,400

-

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

中　学　卒

253,500

170,900

経験年数10年 経験年数15年

253,400

-

- -

350,050

-

-

-

370,400

区分

一般行政職 大　学　卒

国

-

鳴沢村

172,200

山梨県

192,800

高　校　卒

高　校　卒

中　学　卒

大　学　卒

短大３卒

技能労務職

看護保健職

178,800

-

144,500140,100

137,200

129,700

198,300

-

310,325

140,100

-

-

経験年数25年　　　経験年数20年　　　 経験年数30～年 　　

172,200

198,000

-

-

146,700

129,200
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成20年4月1日現在）

（注）１　鳴沢村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務をいいます。

  

 (2) 昇給への勤務成績の反映状況

10.3

　　　　　　　　人

4

　　　　　　　　人

職員数

5

１　　級

　　　　　　　　％

24.2

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

複雑困難な業務を掌る課長

特に複雑困難な業務を掌る課長

3

主事

8 20.7

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

3.5

複雑困難な業務を掌る主査係長
課長補佐、課長

係長、主査

31.0

　　　　　　　　％

標準的な職務内容

1

8

３　　級

２　　級

区　　分

（注） 平成18年4月1日に8級制から6級制に変更している。（旧給料表の1級及び2級並びに4級及び5級
　　　 をそれぞれ統合）

10.3

　　　　　　　　人

６　　級

主任

４　　級

５　　級

構成比

　　　　　　　　％

人事評価について試行段階にあり、今後仕組みが完成次第反映予定である。

0%
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90%

100%

８級 3.4%

７級 17.2%

６級 3.4% 3.5% 20.7%

５級 13.8% 10.3% 10.3%

４級 13.8% 17.2% 6.9%

３級 20.6% 27.6% 34.5%

２級 24.2% 27.6% 6.9%

１級 24.2% 13.8% 0.0%

平成21年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（平成20年度） １人当たり平均支給額（平成20年度） １人当たり平均支給額（平成20年度）

千円　 千円　 千円　

（平成20年度支給割合） （平成20年度支給割合） （平成20年度支給割合）

　　　期末手当 　　　　　勤勉手当 　　　期末手当 　　　　　　　　勤勉手当 　　　期末手当 　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

 【参考】 勤勉手当への勤務実績の反映状況(一般行政職)

 (2) 退職手当（平成21年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

無し 定年前早期退職特例措置（２％～２０％加算）

 (3) 地域手当（平成20年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

※ 鳴沢村は地域手当対象外のため、支給はありません。

 (4) 特殊勤務手当（平成20年4月1日現在）

千円

　円

　％

※ 鳴沢村は、特殊勤務手当はありません。

 (5) 時間外勤務手当

3.01.50

（1.6） （0.75）

59.28

59.28

1.50

鳴沢村 山梨県 国

1,583

1.503.0

1,829

33.50

　　　・役職加算　　5～20％
　　　・管理職加算　　10～25％

国の制度（支給率）

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度）

支給対象職員数

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

3.0

支給率

人事評価のもつ組織への影響力の大きさを考え、現状では全職員一律としている。
ただし、人事評価については試行を始めた段階にあり、今後慎重に検討し、仕組みを完成させる。

（1.6） （0.75） （1.6） （0.75）

　　　・役職加算　　5～10％

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

支給実績（17年度決算）

47.50

・役職加算　5～20％
・管理職加算　5～25％

鳴沢村 国

30.55

41.34

左記職員に対する支給単価

支給実績（17年度決算）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

手当の種類（手当数）

59.28

支給対象地域

-

23.50

59.28

59.28

47.50

59.28

23.50

33.50

30.55

41.34
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千円

千円

千円

千円

 (6) その他の手当（平成20年4月1日現在）

2,500円

千円

支給実績（19年度決算）

手　当　名

住居手当

国の制度
との異同

自ら居住する
ための住宅を
借り受け、現
に当該住宅
に居住し、月
額12,000円を
超える家賃を
支払っている
職員

家賃23,000
円以下

家賃23,000
円を超え
55,000円未
満

家賃55,000
円以上

内容及び支給単価

13,000円

扶養親族として認定された配偶
者、22歳未満の子、60歳以上の
父母・祖父母、重度心身障害者
及び22歳未満の弟妹のある職員
に対して支給する。

支給要件

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

支給実績（20年度決算）

所有している住宅が新
築、購入の日から５年を
経過していないものに居
住している職員で、世帯
主である者

5,360

141

942

（20年度決算）

支給実績

6,134

（20年度決算）

153

国の制度と
異なる内容

支給職員１人当たり

月額

異なる

特定期間にある子

借家、貸間等を借り、家賃を支
払っている職員及び新築又は購
入の日から5年を経過していない
住宅を所有し、かつ居住している
世帯主の職員に支給する。

15歳到達後最
初の4月1日から
22歳到達後最
初の3月31日ま
での間にある子
がいる場合1人
につき5,000円
加算

同じ

6,500円
（ただし、配偶者
がない場合の1
人目は11,000
円）

配偶者以外の
扶養親族

家賃
-12,000円

（家賃-
23,000円）
×1/2＋
11,000円

27,000円

4,216 千円

平均支給年額

扶養手当

配偶者

千円248

236 千円
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５　特別職の報酬等の状況（平成21年4月1日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

同じ

通勤距離が2㎞以上の職員に対
し、交通機関利用の場合運賃
相当額を限度額内で支給。自
動車等使用者には、通勤距離
に応じて支給する。
　・自動車等使用者の月額
     ～ 5㎞    2,000円
  5㎞～10㎞    4,100円
 10㎞～15㎞    6,500円
 15㎞～20㎞    8,900円
 20㎞～25㎞   11,300円
 25㎞～30㎞   13,700円
 30㎞～35㎞   16,100円
 35㎞～40㎞   18,500円
 40㎞～45㎞   20,900円
 45㎞～50㎞   21,800円
 50㎞～55㎞   22,700円
 55㎞～60㎞   23,600円
 60㎞以上     24,500円

同じ 千円1,991

　　（20年度支給割合）

　　（算定方式）

議 長

副 議 長

議 員

93,300

79,600

市 区 町 村 長

3.10

3.10

　（支給時期）

区 分

11月から翌年3月までの各月の初
日に在勤する職員に対して、区
分に応じて支給する。

扶養親族の
ある職員

管理監督の地位にある課長及び
議会事務局長に10％、課長補佐
に5～7％、所長に5％の率を給料
月額に乗じて支給する。

宿日直勤務を命ぜられた職員
に、1回につき4,200円を支給す
る。

区　　分

世
帯
等
の
区
分

期
末
手
当

報
酬

副 議 長

同じ
17,800円

10,200円

世
帯
主
で
あ
る
職
員

異なる

7,360円

支給月額

議 長

議 員 150,000

158,000

　　（20年度支給割合）

市 区 町 村 長

180,000 120,000

290,000

395,000

310,000

任期毎576,000×在職月数×0.42

344,000760,000

千円2,668

給 料 月 額 等

576,000

その他の職員

扶養親族の
ない職員

（参考）類似団体における最高／最低額

586

3,737

千円

千円

退
職
手
当

給
料

管理職手当

宿日直手当

寒冷地手当

通勤手当

市 区 町 村 長

45 千円

千円415

千円69

千円57
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６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

　育児休業者分の補充

(退職者2名、採用者3名)

その他 4

51

▲ 1

3

特
別
行

政
部
門

職 員 数

総務企画

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

小　計

農林水産

12

5

平成21年

11

税務

議会

2

03

4

5

8

8

38

合　　計

一
般
行
政
部
門

民生

教育

小　計

公
営
企
業
等

会
計
部
門

衛生

土木

小　計

平成20年

1

0

0

4

1

2

水道

3

2

01

対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

・障害担当の部門変更

12 1 ・業務増による増員

40

8

3

5

14

・病気休業者の退職

8

▲ 1

2

▲ 1

0

0

・障害担当の部門変更

52 1

1 0
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(2) 年齢別職員構成の状況（21年4月1日現在）

　

(3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

①　平成17年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の数値目標

（参考) 鳴沢村における定員適正化目標（数・率）

552 9 3

以上

0 4 8 9 4 2 4 19

人 人 人 人 人

人

55歳

48歳

59歳

人人 人

計画期間

H20.4.1
職員数 90

人 人

人 人

8 5 07 2 4 3

43歳 47歳 51歳39歳

3 3 7

23歳 27歳 31歳

人人 人 人 人 人

40歳

～ ～ ～ ～

56歳 60歳44歳 52歳

～

36歳
～

20歳 20歳

区　分

51

人

24歳 28歳

～

人人

計

５年前
職員数

人 人

未満

～

人 人

人 ％

-3 5.66

純減率 5.66%

～

35歳

～

32歳

50

人 人

平成17年4月1日 平成22年4月1日

純減率

始　期 終　期

職員数50人(-3人)

数値目標

平成17年4月1日 平成22年4月1日

職員数 職員数

純減数

53

構成比

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

（例）
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③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年4月1日現在）

（注）1　計画期間は、17年～21年の5年間です。

      2　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示しています。

      3　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員像減数を、計の欄にあっては計画1年目以降

　　　　 現年までの職員像減数の累計を示す。

（参考）

数値目標

125.00%

5

50

90.91%

38

8

4

50

38

92.68%

7

70.00%

52

1

38

▲ 1

7

▲ 1

5

50

▲ 2

8

5

1

52

1

39

8

▲ 1

4

51

▲ 1

9

44

51

▲ 2

職員数

増減

55 53

▲ 2

38

▲ 1

9

増減

▲ 2

10

4職員数 4

職員数

公営企業
等  会  計

計

22年

3年目 4年目 5年目

特別行政

計画前年 計画始期 1年目

増減

17年～22年

計

職員数

増減

39

19年

41

1

10

▲ 1

一般行政

2年目

39 39

20年 21年　　　　　　　　区　　分

部　　門

16年 17年 18年
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